
保証について
ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1．無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお
買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、出張修理
が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、モータまたは部品の取替えに伴う現地再調整・試運転は
当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後12ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長 6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。
また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】
（1）	一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。	ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網が

この業務を有償にて代行することができます。	この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
（2）	使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、外形図、製品本体注意名板などに記載された条件・注意

事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
（3）	無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

①		お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障。
②		お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
③		当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置また
は業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。

④	取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
⑤	消耗部品（軸受、パッキン、グリースなど）の交換。
⑥	火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
⑦	当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
⑧	その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2．生産中止後の有償修理期間
（1）	当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、

当社セールスとサービスなどにて報じさせていただきます。
（2）	生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

3．機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた障害、当社製品の故障に起因するお客様での
機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損
傷、およびお客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償については、当社責
務外とさせていただきます。

4．製品仕様の変更
カタログ、取扱説明書もしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらか
じめご承知おきください。

5．製品の適用について
（1）	本製品をご使用いただくにあたりましては、万一本製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない

用途であること、および故障・不具合発生時にはフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご
使用の条件とさせていただきます。

（2）	本製品は、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。	したがいまして、各電力会社殿の
原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途な
どで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、本製品の適用を除外させていただきます。また、航空、医療、鉄道、
燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用につ
いても、本製品の適用を除外させていただきます。	ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要
求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

以　　上
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